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－１－ 
 

た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
「
議
第
三
百
五
十
号 

熊
本
市
立
高
等
学
校
条
例
の
一
部
改
正
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
の
被
災
者
に
係
る
熊
本
市
立
高
等
学
校
二
校
の
平
成
二
十
九
年
度
分

の
入
学
考
査
手
数
料
並
び
に
平
成
三
十
年
度
分
の
入
学
料
を
減
免
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
あ
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
議
第
三
百
五
十
一
号
な
い
し
議
第
三
百
五
十
三
号
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
、
工
事
請
負
契
約
締
結
に
関
す
る
議
案
で
あ
り
ま
す
。 

ま
ず
、
議
第
三
百
五
十
一
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
「
熊
本
市
・
植
木
町
新
市
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、

北
部
地
域
に
お
け
る
体
力
・
健
康
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
、
植
木
中
央
公
園
体
育
館
そ
の
他
新
築
工
事 

を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次

に

、

議

第

三

百

五

十

二

号

に

つ

き

ま

し

て

は

、
「
（

仮

称

）

白

川

公

園

内

複

合

施

設

整

備

事

業 
 

 
 

基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、
中
央
公
民
館
を
基
本
と
し
て
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
機
能
を
複
合
化
し
た
施
設



－２－ 
 

の
新
築
工
事
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
議
第
三
百
五
十
三
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
に

居
住
さ
れ
て
い
た
方
で
、
所
得
が
一
定
以
下
の
方
に
賃
貸
す
る
た
め
、
南
区
の
白
藤
に
お
い
て
災
害
公
営

住
宅
の
建
設
工
事
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

い
ず
れ
も
、
工
事
請
負
契
約
締
結
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
熊
本
市

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
「
議
第
三
百
五
十
四
号 

熊
本
市
長
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
制
定
」
に 

 

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

が

、

こ

れ

は

、

去

る

十

一

月

七

日

に

、

北

口

和

皇

議

員

が

代

表

理

事

を

務

め

る 
 

 

熊

本

市

漁

業

協

同

組

合

へ

の

業

務

委

託

及

び

補

助

事

業

に

係

る

個

別

外

部

監

査

の

報

告

が

な

さ

れ

、 
 

同
議
員
か
ら
の
職
員
に
対
す
る
働
き
か
け
に
よ
り
、
不
適
正
、
不
適
切
な
事
務
事
業
が
な
さ
れ
た
と
い
う

指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
を
極
め
て
重
く
受
け
と
め
、
市
政
を
預
か
る
者
と
し
て
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る 



－３－ 
 

た
め
に
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
私
自
身
と
多
野
副
市
長
の
給
料

月
額
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
額
す
る
た
め
の
条
例
を
制
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
後
は
、
こ
れ
ま
で
判
明
し
た
過
去
の
事
案
、
議
会
並
び
に
「
北
口
和
皇
議
員
の
不
当
要
求
行
為
等
に

関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
」
に
お
け
る
ご
意
見
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き

な
い
よ
う
、
議
員
と
執
行
部
と
の
適
切
な
関
係
の
構
築
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
う
え
御
賛
同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 


